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   (6) 食品の選定には、十分配慮すること
  　　食品選定に当たっては、衛生的に問題のあるものが使用されることのない

   　ように、次に注意します。
  　ア　過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを選定するよう常

  　　に配慮すること。有害なものはもちろんのこと、その疑いのあるものも避
   　　けること。

  　イ　不必要な食品添加物（着色料、保存料、漂白剤、発色剤等）が添加され
  　　た食品、または内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業
  　　者等の名称及び所在地、使用原材料及び保存方法が明らかでない食品は使

   　　用しないこと。
  　ウ　地場産農畜産物の使用に当たっては、農薬、抗菌薬等の使用の状況等の

   　　生産履歴を確認するなど、生産者等から必要な情報収集を行うこと。
   

   ・期限表示の定義の見直しに
      ■　消費期限 ■  消費期限 　伴う修正
      　　品質劣化が速い食品（概ね５日以内に品質が劣化し長期間保存できない食 　　 期限を過ぎたら食べない方が良い期限（use-by date）
    　品）に表示されます。定められた方法により保存した場合において、腐敗、変 　　 定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗その他の品質（状態）の劣化に
     　敗等品質の劣化に伴い安全性を欠く恐れがないと認められる期限を示す年月日 　 伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限。
      　のことです。  ■　賞味期限
      ■　賞味期限 　　 おいしく食べることができる期限（best-before）
    　　品質劣化が比較的遅い食品に表示されます。定められた方法により保存した      定められた方法により保存した場合に、期待される全ての品質の保持が十分に可
     　場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められ 　 能であると認められる期限。
     　る期限を示す年月日のことです。 　　 

    
    
    

     第３　調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準
     　(2) 学校給食用食品の購入
     　　③　食品の選定
    　　　一　食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛生的なものを選定す
    　　　　るよう配慮すること。また、有害なもの又はその疑いのあるものは避ける
     　　　　こと。
    　　　二　有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発色剤その他の食品添
    　　　　加物が添加された食品、又は内容表示、消費期限及び賞味期限並びに製造
    　　　　業者、販売業者等の名称及び所在地、使用原材料及び保存方法が明らかで
    　　　　ない食品は使用しないこと。また、可能な限り、使用原材料の原産国につ
     　　　　いての記述がある食品を選定すること。
    　　　三　保健所等から情報提供を受け、地域における感染症、食中毒の発生状況
  　　　　に応じて、食品の購入を考慮すること。
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     ★　水の定期検査項目（水質基準に関する省令による基準）

    　　厚生労働省では水道法に基づき「水質基準に関する省令」で表８のよう
    　な基準を定めています。検査に当たっては学校医、学校薬剤師又は地域の
    　保健所へ相談します。

   
   表 ８ 表 ８

 
・基準の改正に伴
　う修正
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  　　し、非汚染作業区域の調理室に渡すことが主たる役割であるため、非加熱
  　　調理用食品以外は個別の野菜の洗浄を誰が担当するかは重要ではありませ

  　　ん。  
 　・　調理室における作業は、担当者の作業内容を時間を追って示す必要があ
 　　り、しかも汚染している可能性の高い食品（肉、魚、卵）を扱う作業と汚
 　　染させたくない食品を扱う作業（非加熱調理食品や和えものなど）を明確

  　　に区分して、掛け持ち作業を行わないようにしなければなりません。
 　・　学校給食従事者の人数等の問題で、やむを得ず掛け持ち作業を行わなけ
 　　ればならない場合においても、汚染させたくない調理済み食品（例：アス
 　　パラサラダ）と汚染させる可能性のある食品（例：鮭、鶏肉）との掛け持

  　　ち作業については行わないようにします。
 　・　調理作業については作業工程表に基づいて調理開始前に綿密な打合せを
 　　行うとともに、調理作業中に担当者やタイムスケジュールの変更が生じた

  　　場合には、朱書き等で修正するなど正確に記録しておく必要があります。
 　・　作業工程表は出来上がり時刻から逆算して、作業の開始時刻を示すこと
 　　により、調理終了から喫食までの時間の短縮を図ることができます。
 

      ・重要管理点（ＣＣＰ）を追加★　作業工程表（例） ★　作業工程表（例）
 
 
 
 　

 
 
 
 

資料17

　　　　　月 　　　　日

献立名 担当者名 　 8:00　　　　 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00

追加 　

チキンクリー Ａ 鶏肉・冷凍コーン移し替え 人参切り 鶏肉釜入れ 煮込み・調味 配食補助・積込 汚染作業区域清掃

ムシチュー   　

Ｂ 人参､玉葱､じゃが芋切り 　　　　配食準備 配食

＜下処理＞ 　
追加 消毒

アスパラ下処理

アスパラサラダ Ｃ キャベツ、人参下処理 アスパラ切り 茹　　冷却        和える 配食､冷蔵保管､配送

茹　　冷却

　
　　　　追加

 　

いちごジャム Ｄ 食器用意 配送準備 積込 汚染作業区域清掃

ドレッシング 　

　

　　　　　

Ｅ 鮭移し替え、下味付け 　鮭天板に並べる 　鮭を焼く 　 　　積込

鮭の 　

ハーブ焼き 　 　

Ｆ 天板、配食用バット準備 　　配送

　

※手袋：使い捨て手袋、温度計測：中心温度計測

※作業工程表を作成するに当たっては、献立名、担当者名、タイムスケジュール、衛生管理点が記載されていること。

日常点検記録確認

機械・器具の洗浄、

人参、キャベツ切り

　　　　　　作　　業　　工　　程　　表　（例）　

玉葱、人参、じゃがいも下処理

鮭配食

ジャム数え・
ドレッシング

学校分配

非汚染作業区域清掃

非汚染作業区域清掃

機械・器具洗浄消毒

　　記載箇所変更 手洗い

調理衣等、靴、

交換・手洗い

温度計測・記録

残留塩素 記録

温度計測・記録

冷蔵庫

汚染作業区域 非汚染作業区域

肉用エプロン・手袋

重要管理点（CCP）

魚用エプロン・手袋魚用エプロン・手袋 手洗い

配食用エプロン

手洗い・手袋

配食用エプロン

手洗い・手袋

冷却・和え・配食時
配食用エプロン

手洗い・手袋

茹・冷却・和え 温度計測・記録

手洗い

記載変更

追加

追加
追加
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 　・　ＨＡＣＣＰの考え方に基づけば 「チキンクリームシチュー 「アスパ 　・　ＨＡＣＣＰの考え方に基づけば 「チキンクリームシチュー 「アスパ ・文言整理、 」、 、 」、
 　　ラサラダ 鮭のハーブ焼き を別々の献立ごとに工程表を時間例で作り 　　ラサラダ 鮭のハーブ焼き を別々の献立ごとに工程表 で作り」、「 」 、 」、「 」 、を時系列
 　　それに基づいて危害分析をし、重要管理点を決める作業を行ってみると、 　　それに基づいて危害分析を し、重要管理点 を どこ実施 （ＣＣＰ） 決定し、

  　　どこでどのような管理をすれば最も安全な食品をつくれるか浮き彫りにな 　　でどのような管理をすれば最も安全な食品をつくれるか明確にします。
   　　ります。

   
   ＜作業工程の留意点＞ ＜作業工程の留意点＞

 　・　調理作業の前には、手洗いを実施すること。調理作業途中の手洗いも作 　・　調理作業の前には、手洗いを実施すること。調理作業途中の手洗いも作
   　　業工程表に書き入れ、確実に手洗いを行うこと。 　　業工程表に書き入れ、確実に手洗いを行うこと。

   　　 　　（ 学校給食調理場における手洗いマニュアル」参照） （ 学校給食調理場における手洗いマニュアル」参照）「 「
 　・　二次汚染を防ぐための使い捨て手袋は、必要な箇所を作業工程表に記載 　・　二次汚染を防ぐための使い捨て手袋は、必要な箇所を作業工程表に記載

   　　しておくこと。 　　しておくこと。
 　・　作業区域ごとの靴の履き替えやエプロンの交換を、作業工程表に記載す 　・　作業区域ごとの靴の履き替えやエプロンの交換を、作業工程表に記載す

   　　ること。 　　ること。
 　・　シンク、調理台、調理器具・容器などの洗浄・消毒については調理場に 　・　シンク、調理台、調理器具・容器などの洗浄・消毒については調理場に

   　　おける洗浄・消毒マニュアル PartⅠ PartⅡ に従い 適切に行うこと 　　おける洗浄・消毒マニュアル PartⅠ PartⅡ に従い 適切に行うこと（ 、 ） 、 。 （ 、 ） 、 。
   　

   イ　作業動線図について イ　作業動線図について
 　　作業動線図の作成に当たっては、P93の作業動線図（例）に示すように次 　　作業動線図の作成に当たっては、P93の作業動線図（例）に示すように次

   　の点を明確にすること。 　の点を明確にすること。
   　 　（作業動線図(例 ：P93、資料17（P200）参照） （作業動線図(例 ：P93、資料 （P ）参照）） ） 18 201

   
   　(ｱ) 食品の搬入口 　(ｱ) 食品の搬入口

   　(ｲ) 食品の保管部分 　(ｲ) 食品の保管部分 ・文言整理（冷凍庫、冷蔵庫、食品保管庫）
   　(ｳ) 汚染作業区域・非汚染作業区域の区分及び機械器具など 　(ｳ) 汚染作業区域・非汚染作業区域の区分及び機械器具など

   　(ｴ) 汚染作業区域から非汚染作業区域に食品を受け渡す場所又は台など 　(ｴ) 汚染作業区域から非汚染作業区域に食品を受け渡す場所又は台など
  　(ｵ) 調理後食品の保管場所（配膳棚や配膳室等） 　(ｵ) 調理後食品の保管場所（配膳棚や配膳室等）

  　(ｶ) 献立名及び使用されている食品名 　(ｶ) 献立名及び使用されている食品名
  　(ｷ) 食品名と動線の凡例 　(ｷ) 食品名と動線の凡例

  
  作業動線図については作業工程表と同様、調理開始前に調理従事者全員で綿   作業動線図については作業工程表と同様、調理開始前に調理従事者全員で綿
密な打合せを行うとともに、調理作業中に変更が生じた場合には朱書き等で修 密な打合せを行うとともに、調理作業中に変更が生じた場合には朱書き等で修

  正し、正確に記録すること。 正し、正確に記録すること。
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   　 報告を受けた場合には、食品の返品、献立の変更、調理済み食品の回収等
   　　必要な措置を講じること。

  　コ　食品は、検収室において専用の容器に移し替え、食品の保管室及び下処  
  　　理室にはダンボール等、汚染されている可能性のあるものを持ち込まない

   　　こと。
  　サ　共同調理場の受配校においても、納入業者から直接食品が納入される場
  　　合は、配膳室等において上記と同様に検収を行い、その結果を記録し、保

   　　存すること。
  　シ　食品の検収は、調理場に納品されるすべての食品について、納品時に点

   　　検を行い記録すること。
  　ス　検収の際には｢検収表(簿 」を作成して各項について食品納入業者立ち）

   　　会いのもと点検し、その結果を記録し、保存すること。
   　（検収表（例 ：P100、資料12（P195）参照））

  　セ　調理を委託している場合は、受託業者の検収責任者が検収し、その結果
  　　を記録すること。さらに、衛生管理責任者が確認すること。

  
  ・学校給食衛生管理基準を踏ま★ ★ 検収責任者の役割 検収責任者の役割  

   　検収責任者は食品の納入に立ち会い、検収表に基づき納入時間、納入業者 　 検収責任者 食品の納入に 　えて修正が 立会し、品名、数量、納入時間、納入業者名、
  名、製造者名、製造所在地、製造年月日、数量、品質、鮮度、包装容器の状  製造業者名及び所在地、生産地、品質、鮮度、箱、袋の汚れ、破れその他
  況、品温、異物の混入、賞味期限等について点検し、保存食採取等を行い、  包装容器等の状況、異物混入及び異臭の有無、消費期限又は賞味期限、製

   記録します。　　　　　　　　　　　　　　　＜温度計(非接触式温度計等)による測定＞  造年月日、品温、年月日表示、ロット番号その他のロットに関する情報に
    （表９　検収のポイント（P101）参照）  ついて、毎日、点検を行い記録します。　　　＜温度計(非接触式温度計等)による測定＞

    　品質に異常があった場合には、栄養教諭等   （表９　検収のポイント（P101）参照）
   に報告します。  　品質に異常があった場合には、栄養教諭等

   　検収を複数の調理員で行い、記録する場合  に報告します。
点検記録につ  には、検収責任者が最終確認し栄養教諭等に  　検収を複数の調理員で行い、 

 報告します。 検収責任者が最終確認し栄養教諭等  いては、
  　に報告します。

  
 
 
 
 
 

   
 

 　＜検収責任者の業務＞
 

 　★ 検収責任者の勤務の例
　 　各調理員の交代制とし、朝の納品から夕方 

    までの検収業務を責任を持って行う。
 　　作業終了時に保存食の採取確認や検収表　
　 の整理、翌日の物資の納品状況を確認し、衛 

    生管理責任者に報告する。
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   (2) 食品の受け渡しは、検収室で適切に行うこと
  　　納入の際は、検収室において受け渡しを行い、納入業者を下処理室及び調
  　理室内に立ち入らせることのないようにします。検収、記録をした後、専用

   　容器に移し替え、下処理室及び食品の保管室へ持ち込みます。
     

   (3) 下処理室及び食品の保管室、調理室にダンボール等を持ち込まないこと
  　　流通過程においてダンボール等に衛生害虫等が潜み、卵が産み付けられる
  　などの汚染が考えられるので、下処理室及び食品の保管室に持ち込まないよ
  　うにし、食品は、検収室において専用容器に移し替えます。専用容器に移し
  　替える時には、検収室内に食品が直接床面に接触しないよう、60㎝以上の高
  　さの置台で行う必要があります。

  
  ★ 下処理室、食品の保管室及び調理室にダンボール等の持ち込みはしない

   　 こと！！
      ダンボールは汚染源となるため検収室で必ず専用容器に移し替えます。

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   　

  ×   調理室へのダンボール持ち込み　 検収室での食品の移し替え○
   

   (4) 検収・保管時の食品の適切な温度管理を行うこと
  　ア　納入業者から食品を納入させる際は、品温（納入業者が運搬の際、適切

   　　な温度管理を行っていたかどうかを含む ）を確認し、記録すること。。
   　イ　要冷蔵、要冷凍の食品は品温計で測定し、記録すること。

   　　（学校給食用食品の原材料、製品等の保存基準（P106）参照）
   

   (5) 原材料の保存食は検収時に採取すること
   　  野菜は納入時に台秤で数量を確認し 産地ごと別個に保存食を採取します、 。

   
・学校給食衛生管理基準を踏まえ(6) 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、一回で使い切る量を購入し、 (6) 食肉類、魚介類等生鮮食品は、原則として、当日搬入するとともに、一回

  　当日搬入すること 　で使い切る量を購入すること。また、当日搬入できない場合には、冷蔵庫等 　て修正
   　で適切に温度管理するなど衛生管理に留意すること。

   
(7) 食肉類、野菜類等食品は分類ごとに区分して専用の容器で保管する等によ (7) 食肉類、 野菜類等食品は分類ごとに区分して専用の容器で保管す魚介類、

  　り衛生的な管理を行うこと 　る等により衛生的な管理を行うこと
　　食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分 　　食品を保管する必要がある場合には、食肉類、魚介類、野菜類等食品の分
　類ごとに区分して専用容器で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぐな 　類ごとに区分して専用容器で保管する等により、原材料の相互汚染を防ぐな

  　ど、衛生的な管理を行う必要があります。 　ど、衛生的な管理を行う必要があります。
　　専用容器に入れた食品は、別紙「学校給食の原材料製品等の保存基準 （P 　　専用容器に入れた食品は、別紙「学校給食 の原材料 製品等の保存」 用食品 、
　106）に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保管しなければなりません。 　基準 （P106）に従い、棚又は冷蔵冷凍設備に保管しなければなりません。」
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旧 新 摘要

 
・食品表示基準等の見直しに伴う★ アレルギー食品の表示  ★ アレルギー物質を含む食品の表示

    アレルギーの児童生徒に対応する場合には、アレルギー食品でないかど 　　 　修正食品衛生法では、アレルギー疾患の健康被害の発生を防ぐ観点から、ア
   うかを確認する必要があります。 　レルギー物質が含まれる加工食品には、原材料としてこれらを含む旨を表

    食品衛生法の一部改正によって、平成13年４月から24品目（平成16年12 　示することが義務付けられています。
食物アレルギーの表示制度は、平成27年４月から食品表示法の規定に基 月からバナナが追加され25品目）の原料がアレルギー食品とされ、さらに 　　

　づく食品表示基準及び関連通知等に従って表示することとなっており、令 その中で、平成20年６月に 「えび 「かに」の２品目が特定原材料に加わ、 」  
　和５年３月より、特定原材料食品として８品目、特定原材料に準ずるもの り７品目（卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生）が特定原材料とし 

   て表示が義務づけられ、残りの18品目についても表示が推奨されていま 　として20品目が指定されています。
   す。

    食物アレルギーによるショック症状（アナフィラキシー）の原因となる 　＜食物アレルギーの表示に関する変遷＞
  場合もあるので、食品の選定、購入の際にも食品の表示確認を行い、給食 　　平成13年３月：アレルギー物質を含む食品の表示制度の創設

   だより等で保護者に知らせることが必要です。 　　　　　　　　　特定原材料（義務）５品目
  　　　　　　　　　特定原材料に準ずるもの（推奨）19品目

       表示義務 　　平成16年12月：特定原材料に準ずるもの（推奨）に「バナナ」を追加
      　 卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生 　　平成20年６月：特定原材料（義務）に「えび 「かに」を追加」、

（ ） 「 」、 　　平成25年９月：特定原材料に準ずるもの 推奨 に カシューナッツ
       表示推奨 　　　　　　　　　「ごま」を追加

　　令和元年９月：特定原材料に準ずるもの（推奨）に「アーモンド」を追       あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、 
         くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、 　　　　　　　　　加

         もも、やまいも、りんご、ゼラチンの18品目 　　令和５年３月：特定原材料（義務）に「くるみ」を追加
   　

  　食物アレルギーによるショック症状（アナフィラキシー）の原因となる
   場合もあるので、食品の選定、購入の際にも食品の表示確認を行い、詳細

保護者に知らせるこ　な献立表により、アレルギー物質を含む食品の有無を
 　とが必要です。

   表示義務
  　 えび、かに、 小麦、そば、卵、乳、落花生くるみ、 （ピーナッツ）

 
   表示推奨

     あわび、いか、いくら、オレンジ、アーモンド、 カシューナッツ、
 　  キウイフルーツ、牛肉、 さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ごま、

 　  豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの 品目20
 

（令和５年３月９日現在）                           　 　　　　　
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   ★ 冷凍食品の加熱と中心温度 ★ 冷凍食品の加熱と中心温度 ・文言整理

 　 冷凍食品には、凍結前に加熱済みのものと未加熱のものがあります。食 　冷凍食品や凍結した食品は凍っているため、外側が火が通っていても中心
  品衛生法では、冷凍食品の成分規格を下表のように定めていますが、未加 部が加熱されていないことがあります。加熱が必要な冷凍食品を使用する場

   熱冷凍食品は加熱済みのものに比べてゆるやかな規格になっています。 合には、中心部が75℃で１分以上又はこれと同等以上の温度と時間で十分に
   　したがって冷凍食品を加熱調理する場合には、その食品が加熱済みか未 加熱します。

   加熱かをよく確かめ、未加熱のものについては、調理過程で十分加熱する 
    ようにします。 （参考）

 　 特に、未加熱冷凍食品には、クリームコロッケのように、中身の材料は 　冷凍食品には、凍結前に加熱済みのものと未加熱のものがあります。食品
  加熱されていても衣の部分は未加熱のものや、魚のフライのように、中身 衛生法では、冷凍食品の成分規格を下表のように定めていますが、未加熱冷
  も衣も未加熱のもの、あるいは、材料の一部が加熱されたものなど様々で 凍食品は、加熱済みのものに比べてゆるやかな規格になっています。また、

    す。 単に凍結しただけの凍結食品には食品衛生法による成分規格はありません。
 　 また、衣を付けた冷凍とんかつは、冷凍食品ではなく、食肉にあたりま 　未加熱冷凍食品は、クリームコロッケのように、中身の材料は加熱されて

   す。 いても衣の部分は未加熱のものや、魚のフライのように、中身も衣も未加熱
   　冷凍食品は厳しい衛生管理が求められますが、単に凍結しただけの凍結 のもの、あるいは、材料の一部が加熱されたものなど様々です。

   食品は食品衛生法による成分規格がありません。調理する場合には、その 　 
   食品がどのような方法で加工されたものか事前によく確認し、中身の材料 
   に未加熱のものが含まれている場合や凍結食品は、中心部が75℃で１分以 

    上又はこれと同等以上の温度と時間で十分に加熱します。
   

    ＜冷凍食品の食品衛生法による成分規格＞ ＜冷凍食品の食品衛生法による成分規格＞
 
         成分規格
  

     
          品　　名

     一般生菌数 大腸菌群 大腸菌
   １ｇ当たり

  
 
 

    
    無加熱摂取冷凍食品 10万以下 陰性

 
 

    加熱後摂取冷凍食品
   （凍結前加熱済み） 10万以下 陰性

 
 

    加熱後摂取冷凍食品
   （凍結前未加熱） 300万以下 陰性

 
   

※生食用冷凍鮮魚介類 10万以下 陰性

   ※一般生菌数と大腸菌群による成分規格の他に腸炎ビブリオの最確数が
　　 でなければなりません。１ｇにつき100以下
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    第３　調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準

    　(5) 配送及び配食
    　　②　配食等

   　　　六　教職員は、児童生徒の嘔吐物のため汚れた食器具の消毒を行うなど衛生
   　　　　的に処理し、調理室に返却するに当たっては、その旨を明示し、その食器
   　　　　具を返却すること。また、嘔吐物は、調理室には返却しないこと。

   
   

    ★　人を介してのノロウイルス感染症
     　ノロウイルスは食品を介して感染するだけでなく、学校等の集団生活
   の　場でヒトからヒトへ二次感染します。患者の嘔吐物の処理が不十分だ
   と、　ウイルスが乾燥して舞い上がり、直接ヒトの口から取り込まれて感

    染する　可能性が指摘されています。
   　　ノロウイルスに感染した給食当番の児童生徒を介して、クラスの他の
   児　童生徒に感染が広がった事例や、学校行事の異学年交流で感染が広が
   った　事例、また、児童生徒の便所に近いクラスでノロウイルス感染者が
   多発し　た事例も報告されています。これは、児童生徒の上履きが便所で
   も使用さ　れたために、廊下や教室の床を汚染し、感染を広げたものと考

    えられてい　ます。
   　　このため、ノロウィルスによる感染を防止するためには、日頃からの
   手　洗い及び用便後の手洗いを励行するとともに、嘔吐物の処理について
   は、　次亜塩素酸ナトリウム水溶液を用いて、適切に消毒処理すること。

   
   

・学校給食衛生管理基準及び同解(7) パン等残食を児童生徒が持ち帰らないように指導すること (7) パン等残食を児童生徒が持ち帰らないように指導すること  
 　　配食された量が多いなどの理由で、パン等児童生徒が食べ残す場合があり 　　配食された量が多いなどの理由で、パン等児童生徒が食べ残す場合があり 　説を踏まえて修正

 　ます。児童生徒が、残した食品を持ち帰りどのようにしていたか把握するこ 　ます。児童生徒が、残した食品を持ち帰りどのようにしていたか把握するこ
   　とは困難なため、持ち帰りを禁止する指導を行う必要があります。 　とは困難なため、衛生面を考えると持ち帰りを禁止することが望まれます。

  　　給食指導及び食に関する指導を通して、児童生徒に各自の適量を理解させ 　　
  　るとともに、適量を配食できる食に関する実践力を身に付けさせることが大

   　切です。
   

    第３　調理の過程等における衛生管理に係る衛生管理基準
    　(6) 検食及び保存食等
   　　③　残食及び残品
  　　　一　パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止すること
  　　　　が望ましい。

  
 

 (8) パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分すること
　　給食調理場（室）から搬出したものについては、温度管理や外部からの汚
　染等の確認が困難です。安全を考慮し、翌日に繰り越して使用してはいけま

 　せん。
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   （２）病原性大腸菌 （２）病原性大腸菌
 
 

 ・文言整理
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ★　幼稚園給食による腸管出血性大腸菌Ｏ157食中毒
  　ア　概要

 　　　平成８年10月、Ｂ市内市立幼稚園の園児257名のうち135名及び園児の家
 　　族、職員のうち23名が下痢、腹痛、血便等の症状を呈し、うち37名が入院

  　　した。
  　イ　原因食品

 　　　ポテトサラダ
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主な分布場所
動物の腸管内などに広く常在しているが、その中の一部がヒトに病

原性を有する。

特徴

人に病原性のある大腸菌は次の５型に分類される。

・腸管病原性（EPEC）：下痢、腹痛などを症状とし、サルモネラ属

　　　　　　　　　　　菌とよく似た急性胃腸炎を起こす。

・腸管侵入性（EIEC）：腸の細胞内に入り、赤痢様の症状（血便、

　　　　　　　　　　　腹痛、発熱）を起こす。

・毒素原性（ETEC）　：増殖する際に毒素（エンテロトキシン）を

　　　　　　　　　　　産生し、激しい水様性下痢を起こす。。

・腸管出血性（EHEC）：ベロ毒素を産生し、血便、腹痛などの出血

　　　　　　　　　　　性腸炎を起こす。

・腸管凝集接着性大腸菌（EAggEC）：腸の細胞に付着し、エンテロ

　　　　　　　　　　　トキシンを産生することにより、散発的に

　　　　　　　　　　　下痢症を起こす。 

原因食品
ふん便等により、二次的に汚染された食品、飲料水など。

生や加熱不良の食肉などが多い。

主な症状
下痢・腹痛を主徴とする胃腸炎型、赤痢様症状を起こす赤痢型、出

血を起こす出血性大腸炎型の３つの病型に分けられる。

潜伏時間
６～72時間（通常12～24時間）

腸管侵入性大腸菌は１～５時間

予防方法

①手洗いを十分に行う。

②調理器具は食材ごとに使い分けし、洗浄消毒を徹底する。

③食品の中心温度を75℃１分以上確実に加熱する。

④食肉類は低温管理を徹底する。

⑤食肉類は生で食べないようにする。

⑥井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は、必ず消毒するこ　

　と。

主な分布場所
動物の腸管内などに広く常在しているが、その中の一部がヒトに病

原性を有する。

特徴

食中毒の原因となる病原性大腸菌は、主として次の５型に分類され

る。

・腸管病原性（EPEC）：下痢、腹痛などを症状とし、サルモネラ属

　　　　　　　　　　　菌とよく似た急性胃腸炎を起こす。

・腸管侵入性（EIEC）：腸の細胞内に入り、赤痢様の症状（血便、

　　　　　　　　　　　腹痛、発熱）を起こす。

・毒素原性（ETEC）　：増殖する際に毒素（エンテロトキシン）を

　　　　　　　　　　　産生し、激しい水様性下痢を起こす。。

・腸管出血性（EHEC）：ベロ毒素を産生し、血便、腹痛などの出血

　　　　　　　　　　　性腸炎を起こす。

・腸管凝集接着性大腸菌（EAggEC）：腸の細胞に付着し、エンテロ

　　　　　　　　　　　トキシンを産生することにより、散発的に

　　　　　　　　　　　下痢症を起こす。 

原因食品
ふん便等により、二次的に汚染された食品、飲料水など。

生や加熱不良の食肉などが多い。

主な症状
下痢・腹痛を主徴とする胃腸炎型、赤痢様症状を起こす赤痢型、出

血を起こす出血性大腸炎型の３つの病型に分けられる。

潜伏時間
12～72時間

腸管出血性大腸菌は３～８日間

予防方法

①手洗いを十分に行う。

②調理器具は食材ごとに使い分けし、洗浄消毒を徹底する。

③食品の中心温度を75℃１分以上確実に加熱する。

④食肉類は低温管理を徹底する。

⑤食肉類は生で食べないようにする。

⑥井戸水等、水道水以外の水を使用する場合は、必ず消毒するこ　

　と。
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   　 　ウ  汚染源の特定
  　　　幼稚園の給食調理施設で調理された献立のうち、ポテトサラダから、Ｏ
  　　157が検出され、患者から検出されたＯ157と遺伝子パターンが一致し、原

   　　因食品と特定された。
  　　　汚染源を特定するため、食材について納入業者や生産地等の遡り調査を

   　　実施したが、食材からＯ157は検出されなかった。
  　　　また、調理員の検便や調理器具の拭き取り検査からも検出されず、汚染

   　　源の特定には至らなかった。
  　　　しかし、調理過程において、加熱後の食品を入れたザルを床に直接置い
  　　たことや、シンクの共用、食品の加熱不足、室温放置などが原因として推

   　　察された。
   　エ　再発防止策

  　　　調理施設内の作業動線が頻繁に交差し、調理済食品や非加熱食品が細菌
  　　汚染を受けやすい構造となっていたこと、前日調理が行われていたこと、
  　　納入業者などが外靴のまま調理室内に出入りしていたこと、運搬台が検収

   　　室と調理室を往復していたことなどが問題点として指摘され 改善された、 。  
   

  ★　学校給食による病原性大腸菌Ｏ７Ｈ４食中毒 ・食中毒の事例を追加
  　ア　概要

　　　令和２年６月、Ｋ市内の全小中学校の学校給食を委託している飲食店営
業者が提供する給食を原因として、喫食した6,762人のうち、2,958名が　　　

 　　　下痢、腹痛等の症状を呈した。
 　イ　原因食品

 　　　海藻サラダ
 　ウ  汚染源の特定

　　　海藻サラダの原材料は、カットわかめ（乾燥 、海藻ミックス（乾燥 、） ）
　　キャベツ、ニンジン及び冷凍コーンであった。キャベツ、ニンジン及び冷
　　凍コーンは提供当日にボイルしていたが、カットわかめ及び海藻ミックス
　　は、提供前日に水戻しして冷蔵保管後、加熱工程がないまま用いられてい
　　た。水戻し後に保管していた冷蔵庫は、作業中の食品の出し入れ、扉の開
　　放により長時間にわたって10℃以上となっていた。海藻サラダの原料につ
　　いて遡り調査を実施したところ、各原材料のうち、海藻ミックスの原料の

 　　一つである赤杉のりから病原性大腸菌Ｏ７Ｈ４が検出された。
 　エ　再発防止策

　　　学校給食は、学校給食法に基づく学校給食衛生管理基準により、原則加
　　熱調理を行うべきであること、前日調理を行わないことが示されている。
　　文部科学省が所管する学校給食衛生管理基準について、教育局及び市町村
　　教育委員会と連携しながら、基準の遵守徹底を図ることの重要性が認識さ

 　　れた。
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